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この冊子は、身体障がいや知的障がいをもつ方の障害者手帳の交付手続きや、手帳の交付を受

けている障がい者（児）や難病の方が受けることのできる各種制度や福祉サービスについて、概

要や手続きの仕方をまとめたものです。 

ここに記載の内容は令和 8 年４月１日現在のものです。法令などの改正により、制度内容が

変更になることがありますので、詳細は各制度の問合先へおたずねください。 

※手続きには、本人確認書類が必要になります。 

（マイナンバーカード、運転免許証 等） 
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１．身体障害者手帳 

身体障害者福祉法に基づき、北海道知事が、別表（Ｐ.３８～３９）に掲げる障がい程度に該当すると認定

した方に対して交付され、各種サービスを受けるために必要となるものです。 

障害の種類別に、１級から７級の等級が定められています。数字が小さい級ほど重度となります。 

７級の障害は、単独では手帳の交付対象となりませんが、７級の障害が２つ以上重複する場合、または７級

の障害が６級以上の障害と重複する場合は、手帳の交付対象となります。 

交付時と状態が変更になる可能性がある場合は、一定の時期で再認定が必要となります。 

 

 

（１）身体障害者手帳の手続き 

身体障害者手帳に関する申請・届出は次のものがあります。 

交付申請 １．新規に手帳の交付を受ける場合  

再交付申請 １．障がい程度が変わった場合（再認定含む）   ２．紛失や破損した場合 

変更届 

氏名変更届 

１．居住地が変わった場合  ２．氏名が変わった場合 

返還届 １．本人が死亡した場合  ２．障がいを有しなくなった場合 

 

（２）手続きに必要なもの 

 申請書 診断書・意見書 
写真 

（1 枚） 

身体障害者 

手帳 
マイナンバーカード 

新規手帳申請 ○ ○ ○  ○ 

障がい程度（等級）の変更 ○ ○ ○ ○ ○ 

新たな障がいの追加 ○ ○ ○ ○ ○ 

再認定 ○ ○ ○ ○ ○ 

再交付（紛失や破損） ○  ○  ○ 

住所や氏名の変更 ○   ○ ○ 

返還（死亡など） ○   ○ ○ 

※写真は＜縦 4 ㎝×横 3 ㎝＞のもので、１年以内に撮影した、帽子・マスク・サングラスを着用していない 

もの。スナップ写真の切り抜きでも可ですが、写真用紙に印刷したものに限ります。 

※滝川市から他の市町村へ引っ越した場合は、引っ越し先の市町村に住民票を異動させた後、引っ越し先の 

担当課で手続きをしてください。 

 

1. 障害者手帳 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

障がい

の種類 

視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声・言語またはそしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、

じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう機能障がい、直腸機能障がい、小腸機能障がい、 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい 
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２．療育手帳 

知的障がい者（児）が、一貫した支援や各種サービスを受けやすくするために、北海道知事より交付される

手帳です。障害の程度によりＡ判定（最重度・重度）とＢ判定（中度・軽度）に区別されます。 

交付された手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、再判定を受ける必要があります。 

■新規・程度変更・再判定申請 

 

【１】【２】のどちらかの方法で、判定を受ける 

【１】岩見沢児童相談所の巡回相談で受ける 

（滝川市内、月１回で年１０回程度） 
 

問合先：：子育て応援課 23-5217 

【２】岩見沢児童相談所に予約し、直接、判定を受け

に行く 
 

問合先：岩見沢児童相談所 0126-22-1119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再交付申請、変更届等（全年齢） 

 

 

 

 

 

写真は＜縦 4 ㎝×横 3 ㎝＞のもので、１年以内に撮影した、帽子・マスク・サングラスを着用していない

もの。スナップ写真の切り抜きでも可ですが、写真用紙に印刷したものに限ります。 

判定を受けた後、滝川市福祉課（１階１１番窓口）で交付申請 

［持ち物］申請書、写真、マイナンバーカード、療育手帳（新規の方は不要） 

滝川市役所で聞き取り調査を受ける 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

 

［持ち物］印鑑、意見書（精神科受診中で新規申請の方のみ） 

※申請者の状況によって、他にも書類が必要になる場合があります。 

北海道立心身障害者総合相談所（札幌市内）に行き、判定を受ける 

判定を受けた後、滝川市福祉課（１階１１番窓口）で交付申請 

［持ち物］申請書、写真、マイナンバーカード、療育手帳（新規の方は不要） 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

 申請書 写真（1 枚） 療育手帳 マイナンバーカード 

再交付（紛失や破損） ○ ○  ○ 

住所や氏名の変更 ○  ○  

返還（死亡など） ○  ○  

１ ⇒ 新規、程度変更、記載欄不足の方 ２ ⇒ １以外の方 

手続き終了 

１ ⇒ 新規、程度変更、記載欄不足の方 ２ ⇒ １以外の方 

手続き終了 

１８歳未満の方 

１８歳以上の方 
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2. 補装具費の支給 
 

１.補装具とは  

障害者総合支援法における補装具とは、障がい者（児）の失われた身体機能を補完または代替し、長期間に

わたり継続して使用する更生用の用具です。治療や訓練を目的とするものは医療保険制度での給付となります。 

２．補装具費の支給について 

補装具費の支給（購入または修理）を受けるには、支給を申請する時点で障害者手帳を所持し、判定等によ

り補装具費の支給が必要な障がい状況と認められる必要があります。また、一部の補装具について、必要と認

められた場合に限り、借受け制度が導入されました。借受けについては個別にご相談ください。 

■対象者 

補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者（政令に定める疾病に限る） 

■補装具の種目 

障がい種類 補装具 

視覚障がい 眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ 

聴覚障がい 補聴器 

音声・言語 重度障がい者意思伝達装置 

肢体不自由者（児） 車いす★、電動車いす★、歩行器★、歩行補助つえ★（1 本つえは除く）、 

義肢、装具、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置 

肢体不自由児 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

★は介護保険品目のため、65 歳以上の方、40 歳から 64 歳までの特定疾病に該当する方は、介護保険の 

福祉用具貸与制度を利用していただきます。 

３．手続きに必要なもの 

 申請する補装具の種目や、申請区分（新規・再支給・修理・借受け）によって、手続きに必要なものが異な

るため、不明な場合は、事前にご相談ください。 

 

 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

（参考）新規申請時、標準的に必要なもの 

補装具費支給意見書 

申請書 

同意書 

見積書 

マイナンバーカード 

身体障害者手帳（難病の方は指定難病の医療受給者証等） 

（所得課税証明書） 

 ※１月１日現在滝川市に住所がなかった方は、本人及び配偶者（児童の場合は 

保護者及びその配偶者）の所得課税証明書が必要な場合があります。 
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４．補装具費の再支給 

補装具費支給制度では種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、通常の補装具の再支給は耐用年数を過

ぎてから行います。ただし、障がい状況の変化等で適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不可能な場合

は、耐用年数内でも再支給が可能です。 

なお、耐用年数の経過後でも、修理等により継続して使用可能な場合は対象になりません。 

５．申請から交付までの標準的な流れ 

①申請 福祉課障がい福祉係（１階 11 番窓口）にて申請手続きをします。 

②支給決定 

市は、道立心身障害者総合相談所の意見を基に補装具費の支給を行うことが適当であ

ると認められた場合に支給決定を行い、申請者へ決定通知、「補装具費支給券」、「代理

受領による委任状」を郵送します。 

③通知受取後 

申請者は、補装具を受け取ります。 

「補装具費支給券」、「代理受領による委任状」に必要事項を記載のうえ補装具事業者

に渡します。 

購入（修理）に要した費用のうち、申請者の自己負担分を補装具事業者へ支払います。 

※障害者手帳の申請と同時に申請することができますが、補装具費の支給は手帳交付後となります。 

※支給決定後に補装具の受け取りとなります。支給決定には一定のお時間がかかりますので御了承ください。  

６．その他の補装具制度   

 補装具に関連する制度には、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法、介護保険法による福祉用具貸与

制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。  

なお、対象品目が介護保険の品目にない場合や、長期入院や施設利用で介護保険が適用されず、施設備品等

では体に合わないといった場合は、障害者総合支援法の支給対象となります。 

 

７．料金の負担  

基準額（各品目に対して定められた公費負担上限）があり、基準額を超えた差額については、自己負担と

なります。さらに、課税世帯は、基準額の１割の金額を自己負担分としてお支払いしていただくこととなり

ます。ただし、基準額の１割の自己負担分については、負担上限月額が設定されています。同月内に複数の

補装具を申請する場合は、各補装具の基準額の１割の額を合算した額が負担上限月額以内での自己負担とな

ります。 

課税状況 
基準額を 

超える差額 

基準額の 

１割の金額 

※基準額の 

負担上限月額 

市町村民税 課税世帯 申請者負担あり 申請者負担あり 37,200 円 

市町村民税 非課税世帯 申請者負担あり 0 円 0 円 

生活保護世帯 申請者負担あり 0 円 0 円 

※市町村民税所得割額が 460,000 円以上の世帯員がいる場合は、制度の対象外となります。 

負担額を判断する際の世帯の範囲 

障がい者（18 歳以上） 障がいのある方とその配偶者 

障がい児（18 歳未満） 保護者の属する住民基本台帳上での世帯員 
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3. 日常生活用具の給付 
 

１.日常生活用具とは 問窓口） 28-8022  

障がいのある方に対し、日常生活の便宜を図り、障がいのある方の福祉増進を資することを目的とした用具

です。介護保険法と重複する用具については、原則、介護保険が優先されます。 

■対象者 

日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等（政令に定める疾病に限る） 

２．手続きに必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．料金の負担  

基準額（各品目に対して定められた公費負担上限）があり、基準額を超えた差額については、自己負担と

なります。さらに、課税世帯は、基準額の１割の金額を自己負担分としてお支払いしていただくこととなり

ます。ただし、基準額の１割の自己負担分については、負担上限月額が設定されています。同月内に複数の

日常生活用具を申請する場合は、各日常生活用具の基準額の１割の額を合算した額が負担上限月額以内での

自己負担となります。 

課税状況 
基準額を 

超える差額 

基準額の 

１割の金額 

※基準額の 

負担上限月額 

市町村民税 課税世帯 申請者負担あり 申請者負担あり 37,200 円 

市町村民税 非課税世帯 申請者負担あり 0 円 0 円 

生活保護世帯 申請者負担あり 0 円 0 円 

※市町村民税所得割額が 460,000 円以上の世帯員がいる場合は、制度の対象外となります。 

負担額を判断する際の世帯の範囲 

障がい者（18 歳以上） 障がいのある方とその配偶者 

障がい児（18 歳未満） 保護者の属する住民基本台帳上での世帯員 

■ 品目ごとに耐用年数が設定されており、再支給は耐用年数を過ぎてから行います。ただし、障がい状況

の変化等で適合しなくなった場合など、耐用年数内でも再支給が可能な場合があります。 

■ 修理にかかる給付はできません。 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

申請書 

同意書 

身体障害者手帳（難病の方は指定難病の医療受給者証等） 

見積書 

（所得課税証明書） 

※１月１日現在滝川市に住所がなかった方は、本人及び配偶者（児童の場合は保護者 

及びその配偶者）の所得課税証明書が必要な場合があります。 

（住宅改修の申請時のみ）配置図等、改修場所がわかる資料、施行前後の写真 
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４．日常生活用具種目表 

★は介護保険品目のため、65歳以上の方、40歳から64歳までの特定疾病に該当する方は、 

介護保険の福祉用具貸与制度を利用していただきます。 

 

■肢体（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能）に障がい等をお持ちの方 

品 目 基準額（円） 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

特殊寝台★ 154,000 8 
・下肢又は体幹機能障がい２級以上 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度

を調整できるもの 

特殊マット★ 19,600 5 

・下肢または体幹機能障がい1級 

・障がい児は下肢または体幹機能障がい

2級以上で3歳以上 

・知的障がいは重度または最重度 

・難病患者等で寝たきりの状態にある方 

常時介護を要する人 

入浴担架 82,400 5 
下肢または体幹機能障がい2級以上で3

歳以上 
家族等他人の介助を必要とする人 

移動用リフト★ 159,000 4 

・下肢又は体幹機能障がい２級以上で

３歳以上 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障

がいのある者 

介助者が障がい者を移動させる時容

易に使用できるもの 

体位変換機★ 15,000 5 

・下肢又は体幹機能障がい２級以上で

学齢児以上 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

家族等他人の介助を必要とする人 

特殊尿器★ 67,000 5 

・下肢又は体幹機能障がい１級で学齢

児以上 

・難病患者等で自力で排尿ができない者 

常時介護を要する人 

入浴補助用具★ 90,000 8 
・下肢又は体幹機能障がいで３歳以上 

・難病患者等で入浴に介助を要する者 

常時介護を要する人 

◎ただし、住宅改修を伴うものを除く 

便器 4,450 

8 

・下肢又は体幹機能障がい２級以上で

学齢児以上 

・難病患者等で常時介助を要する者 

手すりをつけることができる。 

◎ただし、住宅改修を伴うものを除く 
手すり★ 5,400 

歩行補助つえ 

（一本 つ え の

み） 

木製：

2,380 

3 
平衡機能または下肢若しくは体幹機能障

がい 

・手に持って歩行の補助とする物 

・支柱つえ先からなるもの 

（Ｔ字・棒） 

軽金属製：

3,240 

アイスピック：

1 ,080 

保護ブーツ 

（下肢保温保

護用具） 

15,000 2 

下肢装具を装着し、又は車椅子を常用し

ている者で、下肢又は体幹機能に障がい

のあるもの 

足部の保護及び保温をする性能を有

し、容易に着脱できるもの 
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■肢体（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能）に障がい等をお持ちの方 ※前ページからの続き 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

頭部保護帽 

A タイプ：

15,656 

3 

・平衡機能または下肢若しくは体幹機能障

がい 

・てんかん等の発作により頻繁に転倒しやす

い者 

・転倒時における衝撃から頭部を保護

できるもの（A タイプはスポンジ、革を

主材料に製作、B タイプはスポンジ、

革、プラスチックを主材料に製作したも

の） 

B タイプ：

37,852 

移動・移乗支援

用具★ 
60,000 8 

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障が

いで３歳以上 

・難病患者等で下肢が不自由な者 

手すり、スロープなど 

◎住宅改修を伴うものを除く 

特殊便器 151,200 8 

・上肢２級以上で学齢児以上 

・知的障がいは重度又は最重度 

・難病患者等で上肢機能に障がいのある者 

足踏みぺダルにて温水温風を出せるも

の 

◎ただし、住宅改修を伴うものを除く 

ネブライザー 36,000 5 

・呼吸器機能障がい３級以上又は同程度

の身体障がい者（児）で学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある

者 

障がい者が容易に使用できるもの 

（医師の証明要） 

電気式 

たん吸引器 
56,400 5 

・呼吸器機能障がい３級以上又は同程度

の身体障がい者（児）で学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある

者 

障がい者が容易に使用できるもの 

（医師の証明要） 

携帯用会話 

補助装置 
98,800 5 

・音声機能若しくは言語機能障がい者

（児） 

・肢体不自由者（児）で発声または発語

に著しい障がいを有するもので学齢児以上 

障がい者が容易に使用できるもの 

情報・通信支援

用具 
100,000 ５ 

視覚障がい2級以上または上肢機能障がい

2級以上 

・障がい者向けのPC周辺機器やアプリ

ケーションソフト 

・地デジ対応ラジオ 

・使用する大型キーボード及びマウス

操作が困難な方のためのジョイステック

等 

紙おむつ 12,360 
１

月 

・３歳以上で次の各号のいずれかに該当す

る者（医師の証明要） 

①脳性まひ等脳原性運動機能障がいによ

り排せつの意思表示が困難な者 

②ストーマの著しい変形又は皮膚びらんのた

め装着できない者 

③二分脊椎による排せつ障がいがある者 

④前３号に掲げる者と同等の障がいがある

と福祉事務所長が認める者 

・1回の申請で2カ月分の申請が可

能。（洗腸用具を除く） 

・申請された月分より交付。 

・最大6カ月分までの申請が可能。 

※重症心身障がい者（児）であり、

左記と同様の障がいがあると認められ

る者も可 

サラシ・ガーゼ 

・脱脂綿 
12,000 

１

月 

洗腸用具 12,000 
６

月 
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■肢体（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能）に障がい等をお持ちの方 ※前ページからの続き 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

収尿器 

男
性
用 

普通型：7,931 

簡易型：5,871 

1 

・脊椎損傷等の尿失禁または排尿コント

ロールが充分できない者 

・尿路変更のストーマ対象者 

洗い換えのため、普通型につい

ては2個の交付が可能 
女
性
用 

普通型：8,755 

簡易型：6,077 

居宅生活動作

補助用具★ 

 

（住宅改修） 

200,000 

（1人総費用額で 

20万円を上限） 

原

則

１

回 

 

・下肢または体幹若しくは移動機能障が

い3級以上で学齢児以上 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に

障がいのある者 

・小規模な住宅改修を伴うもの 

○手すりの取り付け 

○段差解消 

○滑り防止のための床または通

路面の材料の変更 

○引き戸への取替え 

○洋式便器への取替え 

○その他前各号の改修に付随

して必要な住宅改修 

■肢体（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能）に障がい等をお持ちの児童 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

訓練椅子 33,100 5 
下肢または体幹機能障がい2級以上で

3歳以上 
 

訓練用ベッド 159,200 8 

・下肢又は体幹機能障がい２級以上で

学齢児以上 

・難病患者等で下肢又は体幹機能に

障がいのある者 

 

■聴覚に障がいをお持ちの方 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

聴覚障がい者用 

通信装置 
71,000 5 

聴覚障がい者（児）または発声若しく

は発語に著しい障がいを有する者で学

齢児以上 

ＦＡＸなど 

点字ディスプレイ 383,500 6 

視覚障がい２級以上及び聴覚障がい

２級以上の重複障がいの者、視覚障が

い１級の者又はこれらに準ずる者で、必

要と認められるもの 

文字等のコンピュータの画面情

報を点字情報等により示すもの 

聴覚障がい者用屋

内信号装置 
87,400 10 聴覚障がい2級で18歳以上 

聴覚障がい者のみの世帯また

はこれに準ずる世帯（サウン

ドマスター、聴 覚障 がい者

用 目 覚 時 計 、聴 覚 障 が

い者 用 屋 内 信 号 灯 を含

む） 
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■聴覚に障がいをお持ちの方 ※前ページからの続き 

 

■音声、言語に障がいをお持ちの方 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

携帯用会話 

補助装置 
98,800 5 

・音声機能若しくは言語機能障がい者

（児） 

・肢体不自由者（児）で発声または発

語に著しい障がいを有するもので学齢児

以上 

障がい者が容易に使用できるもの 

聴覚障がい者用

通信装置 
71,000 5 

聴覚障がい者（児）または発声若しく

は発語に著しい障がいを有する者で学

齢児以上 

ＦＡＸなど 

人工鼻 23,100  
1 

月 

・音声機能又は言語機能障がい者

（児）で、常時埋込型の人工喉頭を

使用する者 

・１回の申請で２か月分の申請が

可能。 

・申請された月分より交付。 

・最大６か月分までの申請が可能。 

人工喉頭 

笛式：5,150 4 

音声機能または言語機能障がい者 

発振器や顎下部や頸部の皮膚にあ

て、音源を経皮的に口腔内に導い

て構音するもの 
電動式：72,203 5 

 

■視覚に障がいをお持ちの方 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

電磁調理器 41,000 6 

視覚障がい2級以上または知的障がい

が重度若しくは最重度で18歳以上 

（視覚障がい者または知的障がい者の

みの世帯またはこれに準ずる世帯） 

視覚障がい者または知的障がい者が

容易に使用できるもの 

歩行時間 

延長信号機用 

小型送信機 

7,000 10 視覚障がい2級以上で学齢児以上 
視覚障がい者が容易に使用できるも

の 

盲人用体温計

（音声式） 
9,000 5 視覚障がい2級以上で学齢児以上 

視覚障がい者のみの世帯またはこれ

に準ずる世帯 

盲人用体重計 18,000 5 視覚障がい2級以上で18歳以上 
視覚障がい者のみの世帯またはこれ

に準ずる世帯 

 

品 目 基準額（円） 
耐用

年数 
対象要件 備 考 

聴覚障がい者用情

報受信装置 
88,900 6 聴覚障がい者 

・字幕、手話通訳付きの聴覚障がい者用の番組、なら

びにテレビ番組に字幕、手話通訳の映像を合成したも

のを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障

がい者向け緊急信号を受信するもので聴覚障がい者・

児が容易に使用できるもの 
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■視覚に障がいをお持ちの方 ※前ページからの続き 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

情報・通信支援

用具 
100,000 ５ 

視覚障がい2級以上または上肢機

能障がい2級以上 

・障がい者向けのPC周辺機器やアプリケー

ションソフト 

・地デジ対応ラジオ 

・使用する大型キーボード及びマウス操作

が困難な方のためのジョイステック等 

点字ディスプレイ 383,500 6 

視覚障がい２級以上及び聴覚障が

い２級以上の重複障がいの者、視

覚障がい１級の者又はこれらに準ず

る者で、必要と認められるもの 

文字等のコンピュータの画面情報を点字

情報等により示すもの 

点字器 

標準型真鍮製：

10,712 

プラスチック：

6,798 

7 

視覚障がい者（児） 

・点字を打つ器具。 

・点字盤に紙を置き、点字定規のマス目に

点筆で打つもので、触れながら読む 
携帯用アルミニウム 

：7,416 

携帯用プラスチック 

：1,699 

5 

点字 

タイプライター 
63,100 5 視覚障がい2級以上 

就労・就学している者及び就労が見込ま

れる方 

視覚障がい者

用ポータブルレコ

ーダー 

①録音再生機：

89,800 

 

②再生専用機：

36,750 

6 視覚障がい2級以上で学齢児以上 

・音声等により操作ﾎﾞﾀﾝが知覚または認

識でき、 

①DAISY方式による録音並びに当該方

式により記録された図書の再生が可能な

製品であって、 

②DAISY方式により記録された図書の再

生が可能な製品であって、 

視覚障がい者が容易に使用できるもの 

拡大読書器 198,000 8 視覚障がい者（児）で学齢児以上 拡大画像をモニターに写し出せるもの 

盲人用時計 

触読式：

10,300 

音声式：

13,300 

10 視覚障がい2級以上で18歳以上 視覚障がい者が容易に使用できるもの 

視覚障がい者

用活字文書読

上げ装置 

115,000 6 視覚障がい2級以上で学齢児以上 

文字情報と同一紙面上に記載された当該

文字情報を暗号化した情報を読み取り音

声言語に変換して出力する機能を有する

もので視覚障がい者が容易に使用できるも

の 

点字図書 
市長が必要と認め

た額 
― 視覚障がい者（児） 点字により作成された図書 
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■呼吸器に障がい等をお持ちの方 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

ネブライザー 36,000 5 

・呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の身体

障がい者（児）で学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 

障がい者が容易に使用でき

るもの（医師の証明要） 

電気式 

たん吸引器 
56,400 5 

・呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の身体

障がい者（児）で学齢児以上 

・難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 

障がい者が容易に使用でき

るもの（医師の証明要） 

酸素ボンベ 

運搬車 
17,000 10 医療保険における在宅酸素療法を行う者 

障がい者が容易に使用でき

るもの 

パルスオキシメー

ター 
157,500 ５ 

・呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の身体

障害者(児）で、医療保険における在宅酸素療法

を行っている者又は人工呼吸器の装着が必要な者 

・難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者 

（医師の証明要） 

 

パルスオキシメー

ター測定センサー 

60,000 

（12,000） 

１ 
（
１
月
） 

次の各号のいずれかに該当し、かつ、この用具が必

要と認められる者（医師の証明要） 

（１）呼吸器機能障がい３級以上又は同程度

の身体障がい者（児）で、医療保険における在宅

酸素療法を行っている者又は人工呼吸器の装着

が必要な者 

（２）難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要

な者 

※ディスポーザブルタイプ（粘着式等）を使用する

場合は、（ ）内の基準額及び耐用年数とする 

 

 

 

※ディスポーザブルタイプ

（粘着式等）については、 

・1回の申請で2カ月分の申

請が可能。 

・最大6カ月分までの申請

が可能。 

非常用電源装

置 
120,000 ― 

在宅生活の方で、人工呼吸器、酸素濃縮器、ネ

ブライザー、電気式たん吸引機等生命維持に必要

な医療機器を利用している方（北海道の実施する

「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業」の

助成を受けている書類・電気式医療機器を市町

村が支給したことがわかる書類や日常的に電気式

医療機器使用していることを証する医師の意見書

等が必要） 

正弦波インバーター発電

機、ポータブル電源、カーイ

ンバーターのいずれか1種類

１回のみ支給 

■じん臓機能に障がいをお持ちの方 

品 目 基準額(円) 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

透析液加温器 51,500 5 
腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜

灌流法（CAPD）による透析療法を受けている者 

透析液を加温し、一定の温度

に保つもの 

非常用電源装

置 
120,000 ― 

在宅生活の方で、透析液加温器等生命維持に必

要な医療機器を利用している方（電気式医療機

器を市町村が支給したことがわかる書類や日常的

に電気式医療機器使用していることを証する医師

の意見書等が必要） 

正弦波インバーター発電機、ポ

ータブル電源、カーインバーター

のいずれか1種類１回のみ支

給 
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■ぼうこう機能、直腸機能に障がい等をお持ちの方 

品 目 基準額（円） 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

ストーマ装具 
蓄便袋：8,858 

蓄尿袋：11,639 

１

月 

直腸機能又はぼうこう機能障がい者等でスト

ーマ造設者 ・1回の申請で2カ月分の申請

が可能。（洗腸用具を除く） 

・申請された月分より交付。 

・最大6カ月分までの申請が可

能。 

※重症心身障がい者（児）

であり、左記と同様の障がいが

あると認められる者も可 

※ストーマ装具には、皮膚の保

護等のために使用する用品を

含むことができる。 

紙おむつ 12,360 
１

月 

・３歳以上で次の各号のいずれかに該当する

者（医師の証明要） 

①脳性まひ等脳原性運動機能障がいによ

り排せつの意思表示が困難な者 

②ストーマの著しい変形又は皮膚びらんの

ため装着できない者 

③二分脊椎による排せつ障がいがある者 

④前３号に掲げる者と同等の障がいがある

と福祉事務所長が認める者 

サラシ・ガーゼ 

・脱脂綿 
12,000 

１

月 

洗腸用具 12,000 
６

月 

収尿器 

男
性
用 

普通型：7,931

簡易型：5,871 

1 

・脊椎損傷等の尿失禁または排尿コントロ

ールが充分できない者 

・尿路変更のストーマ対象者 

洗い換えのため、普通型につ

いては2個の交付が可能 女
性
用 

普通型：8,755

簡易型：6,077 

 

■知的障がい等をお持ちの方 

品 目 基準額（円） 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

特殊マット★ 19,600 5 

・下肢または体幹機能障がい1級 

・障がい児は下肢または体幹機能障がい2級

以上で3歳以上 

・知的障がいは重度または最重度 

・難病患者等で寝たきりの状態にある者 

常時介護を要する人 

頭部保護帽 

A タイプ：

15,656 

3 

・平衡機能または下肢若しくは体幹機能障が

い 

・てんかん等の発作により頻繁に転倒しやすい

者 

・転倒時における衝撃から頭部を

保護できるもの 

（A タイプはスポンジ、革を主材料

に製作、B タイプはスポンジ、革、プ

ラスチックを主材料に製作したも

の） 

B タイプ：

37,852 

特殊便器 151,200 8 

・上肢２級以上で学齢児以上 

・知的障がいは重度又は最重度 

・難病患者等で上肢機能に障がいのある者 

足踏みぺダルにて温水温風を出せ

るもの 

◎ただし、住宅改修を伴うものを除

く 

電磁調理器 41,000 6 

視覚障がい2級以上または知的障がいが重

度若しくは最重度で18歳以上 

（視覚障がい者または知的障がい者のみの

世帯またはこれに準ずる世帯） 

視覚障がい者または知的障がい者

が容易に使用できるもの 
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■重い障がい等をお持ちの方（身体、知的） 

品 目 基準額（円） 
耐用 

年数 
対象要件 備 考 

火災警報器 15,500 8 

・身体障がい2級以上 

・知的障がいが重度または最重度 

（障がい者のみの世帯または準ずる世帯） 
・火災発生の感知及び避難が

著しく困難な場合 

・1世帯2台を限度とする 
自動消火器 28,700 8 

・身体障がい２級以上 

・知的障がいが重度又は最重度 

・難病患者等で火災発生の感知及び避難が著

しく困難な者 

（障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯） 

非常用電源

装置 
120,000  ― 

在宅生活の方で、生命維持に必要な医療機器

を利用している方（電気式医療機器を市町村が

支給したことがわかる書類や日常的に電気式医

療機器使用していることを証する医師の意見書

等が必要） 

正弦波インバーター発電機、ポ

ータブル電源、カーインバーター

のいずれか1種類１回のみ支

給 
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4. 障がい福祉サービス 
 

１．障がい福祉サービス 

個々の障がいの程度や、勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等）、

サービス等利用計画案をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市が支給決定します。 

２．サービスの内容 

種 類 内 容 

介

護

給

付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、通院等介助、生活等に関する相談助言を行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由、知的障害、精神障害により、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等

の外出支援を行います。 

行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより、行動が著しく困難な方が行動する時に、危険を回避するた

めに必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括

支援 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、障がい者を短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、

食事等の介護を行います。 

療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行います。 

生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又

は生産活動の機会を提供します。 

施設入所支援 施設入所者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 

訓

練

等

給

付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓

練・宿泊型自立訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型、Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行います。雇用契約を結ぶＡ型、結ばないＢ型があります。 

就労定着支援 
就労移行支援等を利用し、通常の事業所に新たに雇用された方の就労継続を図るため、医療

機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる問題に関する相談助言等を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居で、相談や日常生活活動上の援助を行います。入浴、排せつ、食事の介護等の

必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した方に、一定期間、定期的な巡回訪問

や随時の対応等を行います。 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  
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３．地域生活支援事業 

種 類 内 容 

移動支援事業 屋外での移動に著しい制限のある障がい者（児）に対し、地域における自立した日常生活や余暇

活動等の社会参加を促進するため、１人の外出に対する移動の支援。 

（対象） 

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出であって、通勤、通学等の

通年かつ長期にわたる外出、営業活動等の経済的活動を目的とした外出などに該当しないもの。 

日中一時支援事業 障がい者（児）の日中における活動の場の確保、障がい者（児）の家族の就労支援や障がい者

（児）を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、一時預かりの場や日中における活動の

場の提供を行う支援。 

（対象） 

日中において監護する者がいないため、活動の場所が必要と認められるもの、訓練が必要と認められ

るもの、これらと同等の事情があると福祉事務所長が認めるもの 
 

４．障がい児通所支援 

 通所による障がい児支援が身近な地域で受けられる、児童福祉法によるサービスです。利用の際には、児童

の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、支給の要否や日数等を市において支給決定します。 

障がい児通所支援の種類とその内容は次の表のとおりです。 

障

が

い

児

通

所

支

援 

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導､知能技能の付与及び集団生活への適応訓

練を行います。 

医療型児童発達支援 肢体不自由児に対して、治療と児童発達支援を行います。 

放課後等デイサービス 授業の終了後又は夏休み等長期休暇において生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進その他の支援を行います。 

保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児が、保育所等

における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問

して支援します。 

※ 就学前のお子さんが複数いるご家庭で、複数のお子さんが障がい児通所支援・保育所等を利用し、2 人目

以降のお子さんが障がい児通所支援（「放課後等デイサービス」を除く）を利用している場合は、通所給

付費にかかる利用者負担額が軽減されます。ただし、市民税課税世帯の方が対象となります。 

 

５．利用までの流れ 

障がい福祉サービスの利用までの大まかな流れは、次の図のとおりですが、サービスの内容によっては、次

の図によらないものもあります。 

なお、「障害支援区分」とは、その方の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて、必要とされる標準

的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分１から区分６までの６段階があります。一般的には、数字が大

きくなるほど、より支援の必要性の程度が高いということになります。 

市は、サービス等利用計画案、支給決定の勘案事項、審査会の意見等の内容を踏まえ、支給決定を行います。 
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サ

ー

ビ

ス

等

利

用

計

画

案

の

作

成

支

給

決

定

（

市

）

計

画

の

確

定

・

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

・

利

用

契

約

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

訓

練

等

給

付

の

場

合

医師意見書

障

が

い

児

の

場

合

１

０

項

目

の

聞

き

取

り

調

査

と

サ

ー

ビ

ス

利

用

意

向

の

確

認

（

市

）

障

が

い

児

通

所

支

援

利

用

計

画

案

の

作

成

利

用

申

請

（

障

が

い

者

（

障

が

い

児

の

場

合

は

そ

の

親

）

）

介

護

給

付

の

場

合

8

0

項

目

の

聞

き

取

り

調

査

と

サ

ー

ビ

ス

利

用

意

向

の

確

認

（

市

）

障

害

支

援

区

分

の

一

次

判

定

（

市

）

障

害

支

援

区

分

の

二

次

判

定

（

審

査

会

）

障

害

支

援

区

分

の

認

定

（

市

）

 
 

６．負担額（原則） 

原則として、そのサービスにかかる費用の一割が自己負担です。 

ただし、世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されています。 

区分 世帯の状況 本人の状況 月額上限額 

生活保護 生活保護世帯  

0 円 低所得１ 市町村民税 

非課税世帯 

収入が 80 万９千円以下 

低所得２ 収入が 80 万９千円を超える 

一般１ 
市町村民税 

課税世帯 

所得割額が 28 万円未満 
居宅で生活する障がい児 4,600 円 

20 歳未満の施設入所者 
9,300 円 

所得割額が 16 万円未満 居宅で生活する障がい者 

一般２ 
市町村民税 

課税世帯 
上記の区分に該当しない方 37,200 円 

 

 

 

 

 

■負担額（各種軽減措置） 

利用するサービスの種類と組み合わせによって、さまざまな負担軽減措置が講じられています。 

個々の世帯状況や収入状況によって負担額が一人一人変わる仕組みになっていますので、詳細については 

お問い合わせください。 

負担額を判断する際の世帯の範囲 

障がい者（18 歳以上） 障がいのある方とその配偶者 

障がい児（18 歳未満） 保護者の属する住民基本台帳上での世帯員 

 
２ 

０ 
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高額障害福祉サービス等給付費 

⇒同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いる等、世帯における利用者負担額の合計が一定の

基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高

額障害児通所給付費」として払い戻しされます。 

 ◆合算の対象となる費用  基準額：37,200 円（月額） 

 ①障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額 

 ②介護保険サービスの利用者負担額 

 ③補装具費に係る利用者負担額 

 ④児童福祉法に基づく障害児通所、入所給付費に係る利用者負担額  

※障害児の特例あり 

 ◆必要なもの 

 ①利用しているサービス全ての領収書（利用者負担額がわかるもの） 

 ②障害福祉サービス受給者証 

 ③マイナンバーカード 

 ④受給者名義の預金通帳（振込口座が確認できるもの） 

 ⑤申請書（窓口にあります） 

新高額障害福祉サービス等給付費 

⇒65 歳になるまでに５年間引き続き介護保険サービスに相当する障害福祉サービス（※１）の支給決定を受

けていた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した障害福祉サービスに相当する介護保

険サービス（※２）の利用者負担額が償還されます。 

（※１）居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 

（※２）訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 

 ◆対象者（①～⑤の全てに該当する方が対象になります。） 

 ①65歳に達する日前５年間にわたり、対象の障害福祉サービス（※１）の支給決定を受けており、介護保

険移行後、対象の介護保険サービス（※２）を利用している。 

 ②65歳に達する日の前日の属する年度において「低所得」または「生活保護」に該当していた。 

 ③65歳に達する日の前日において障害支援区分２以上であった。 

 ④対象の介護保険サービス（※２）を利用した月の属する年度において、市民税非課税者または生活保護受

給者であった。 

 ⑤65歳に達するまでに介護保険法による保険給付（介護保険サービス）を受けていない。 

 ◆対象となる費用 

  対象の介護保険サービス（※２）の平成 30年 4 月以降利用分の利用者負担額 

 介護保険制度における高額介護（予防）サービス費および高額医療合算介護（予防）サービス費の対象とな

る場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。 

 そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支給は、介護保険制度による償還の決定後となります。 

 ◆必要なもの 

①利用しているサービス全ての領収書（利用者負担額がわかるもの） 

 ②介護保険の被保険者証 

 ③マイナンバーカード 

 ④受給者名義の預金通帳（振込口座が確認できるもの） 

 ⑤申請書（窓口にあります） 
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７．計画相談・障がい児相談支援 

障がい福祉サービスや障がい児通所支援を利用する際に、サービスの利用に関する意向や、心身の状況、 

環境などを勘案して、支給決定前に「サービス等利用計画案」または「障がい児通所支援利用計画案」を相談

支援専門員が作成することが、原則として全ての利用者に適用されます。 

市は、利用申請の際に、「サービス等利用計画案」または「障がい児通所支援利用計画案」の提出を求めま

す。利用者は、「特定相談支援事業所」または「障がい児相談支援事業所」に計画案の作成を依頼し、事業所

の相談支援専門員が計画案を作成します。この計画案は、障がい福祉サービスや障がい児通所支援の支給決定

における勘案事項となります。 

相談支援専門員は、支給決定の後に、サービス提供事業所等とサービス担当者会議を開催し、計画を確定し

ます。また、サービスの利用について、一定期間ごとに見直し（モニタリング）を行い、必要であれば、サー

ビスの変更申請などを勧奨します。 

 

８．事業者一覧 

■指定一般相談支援事業所 ※地域移行・地域定着支援 

相談支援事業所事業所名 電話番号 

滝川しょうがい者地域生活支援センター ほほえみプラザ 0125-23-7041 

地域生活支援センターぽぽろ （砂川市） 0125-55-3101 

 

■指定特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所 （中空知圏域） 

相談支援事業所名 所在地 電話番号 対象 

滝川しょうがい者地域生活支援センター 

 ほほえみプラザ（滝川ほほえみ会） 

滝川市緑町３丁目７番 19 号 0125-23-7041 者・児 

あおば（若草友の会共同作業所） 滝川市大町１丁目７番 21 号 0125-22-0214 者 

いんぐ（法人本部） 滝川市明神町２丁目８番３号 0125-74-5560 者・児 

こども発達支援センター（滝川市） 滝川市栄町 1丁目 7番 14 号 0125-23-3361 児 

総合相談窓口 虹（明和会） 新十津川町字中央 12 番地５  0125-74-4767 者・児 

地域生活支援センターぽぽろ（くるみ会） 砂川市西１条北５丁目 1 番 17 号 0125-55-3101 者・児 

そうだんのていく（北海道光生舎） 赤平市大町２丁目１番地５ 0125-74-6350 者・児 
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■障がい福祉サービス・障がい児通所サービス事業所（滝川市内） 

 

 

 

 

事業所名 所在地 電話番号 

■滝川ほほえみ工房 

 生活介護 
滝の川町西 5丁目 4番 28 号 0125-24-3595 

 就労継続支援 B型 

 共同生活援助 緑町３丁目７番 19 号など 0125-23-7041 

■若草友の会共同作業所 

 就労継続支援 B型 大町１丁目７番 21 号 0125-22-0214 

■滝川更生園 

 就労継続支援 B型 江部乙町 725 番地１ 0125-75-5454 

■滝川新生園 

 就労継続支援 B型 江部乙町 725 番地 1 0125-75-6363 

■社会福祉法人 雨竜園 

 短期入所 
明神町２丁目３番 26 号など 0125-77-2231 

 共同生活援助 

■CONNECT 

 就労継続支援Ａ型 栄町２丁目３番４号ON ビル 2 階 0125-74-6194 

■ヒューマンインターフェイス 

 就労継続支援Ａ型 滝の川町東４丁目 1147 番地６ 0125-74-5834 

■アドバンス 

 就労継続支援 B型 大町１丁目４番 26 号 滝川大町ビル２階 0125-74-5554 

■工房江部乙 

 就労継続支援 B型 江部乙町東 11 丁目 14 番 43 号 0125-74-5514 

■医療法人優仁会  

 共同生活援助 朝日町東１丁目５番 17 号 0125-22-4344 

■こころ 

 共同生活援助 滝の川町東３丁目 12 番 16 号 0125-22-6588 

■桔梗 

 短期入所 
有明町５丁目１番85号など 0126-35-5002 

 共同生活援助 

■ひなた 

 自立訓練（生活訓練） 
空知町２丁目５番21号 0125-74-5074 

 就労継続支援B型 

■グループホーム 和心 

 共同生活援助 扇町 2丁目 6番 19 号 0125-74-5506 
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事業所名 所在地 電話番号 

■ヘルパーステーション ちゃいむ 

 居宅介護 
江部乙町東 11 丁目 3番 4号 0125-74-4448 

 重度訪問介護 

■滝川市社会福協議会 

 居宅介護 

明神町１丁目３番１号 0125-24-2351 
 重度訪問介護 

 行動援護 

 同行援護 

■ヘルパーステーション ぴーすふる 

 居宅介護 

幸町４丁目２番 35 号 0125-74-4907 
 重度訪問介護 

 行動援護 

 同行援護 

■ゆいと 

 生活介護 
朝日町東１丁目１番 37 号 0125-24-4330 

 就労継続支援 B型 

■えーる 

 短期入所 
幸町 4丁目 2番 35 号 0125-74-4490 

 生活介護 

■歩（あゆみ） 

 就労継続支援 B型 滝の川町西５丁目 949-6 0125-74-8370 

■グループホーム りずむ 颯 

 短期入所 
西町 4丁目 2番 34 号 0125-74-9950 

 共同生活援助 

■リアルの家 

 短期入所 
花月町 2丁目 11 番 22 号 0125-74-7533 

 共同生活援助 

■トータルサポート riaru～リアル～ 

 生活介護 空知町３丁目４番３号 0125-23-2299 

 放課後等デイサービス 花月町 2丁目 11 番 22 号 0125-74-7533 

■滝川市こども発達支援センター 

 児童発達支援 

栄町 1丁目 7番 14 号 0125-23-3361  放課後等デイサービス 

 保育所等訪問支援 

■こどもサポートハウス りずむ 

 放課後等デイサービス 屯田町西３丁目３番 21 号 0125-74-4658 

■ここるる滝川 

 放課後等デイサービス 明神町３丁目１番 20 号 2F 0125-74-6312 
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事業所名 所在地 電話番号 

■ここるる そら 

 放課後等デイサービス 明神町３丁目１番 20 号 1F 080-4087-7605 

■いっぽ 

 児童発達支援 
泉町２丁目８番４号 0125-51-5139 

 放課後等デイサービス 

■きっずていく たきかわ 

 児童発達支援 
東町１丁目８番 32 号 0125-74-8100 

 放課後等デイサービス 

■滝川通園事業所 たんぽぽの家 

 生活介護（重症心身障がい者） 

滝の川町西７丁目 927 番地 18 0125-74-6636 
 短期入所（重度心身障がい者・児） 

 児童発達支援（重症心身障がい児） 

 放課後等デイサービス（重症心身障がい児） 
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5. 医療サービス 

１．自立支援医療（更生医療・育成医療） 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022  

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

18 才以上を更生医療、18 才未満を育成医療といいます。 

（１）対象者 

■更生医療：身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実

に効果が期待できる方（18 歳以上） 

■育成医療：身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果

が期待できる方（18歳未満） 

（２）手続きに必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）注意点 

■更生医療については、原則、身体障害者手帳が交付された時点（程度変更も含む）より対象となります。 

■医療機関、薬局は指定した機関のみ該当となりますので、医療機関、薬局を変更する場合、変更申請が

必要となります。 

   （注意！）変更申請前の指定医療機関・薬局以外での受診は、自立支援医療の対象にはなりません。 

■健康保険を変更された場合も変更申請が必要となります。月額上限の額が変わる場合もあります。 

■更生医療については、医療方針の変更、医療期間の延長の場合、あらためて北海道知事の判定が必要と

なりますので、新規申請と同様の手続きが必要となります。 

 

 

申請書 

医師による自立支援医療（更生医療・育成医療）給付意見書 

同意書 

資格確認書又は資格情報のお知らせ 

スマートフォン等でマイナポータル画面の保険情報を窓口で確認 

※上記のいずれかをご準備ください 

障害年金・遺族年金受給者は、年金額がわかるもの（通知ハガキ、通帳など） 

特定疾病受療者証（人工透析を受けている方） 

マイナンバーカード 

（所得課税証明書） 

※同一保険に加入されている方全員分 

※１月１日現在滝川市に住所がなかった方は、本人及び配偶者（児童の場合は保護者及び

その配偶者）の所得課税証明書が必要な場合があります。 
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（４）自己負担割合 

所得区分 
自己負

担割合 

１ヶ月の自己負担上限月額 

重度かつ継続に 

該当しない 

高額治療継続者 

（重度かつ継続）※１ 

一
定
所
得
以
下 

生活保護世帯 なし 0 円 0 円 

市町村民税非課税世帯で、障がい者本人

または保護者の年収が 800,000 円以下 

1 割 

2,500 円 2,500 円 

市町村民税非課税世帯で、障がい者本人

または保護者の年収が 800,000 円超 
5,000 円 5,000 円 

中
間
所
得
層 

市町村民税（所得割）33,000 円未満 
医療保険の 

自己負担限度 

5,000 円 

市町村民税（所得割）33,000 円以上

235,000 円未満 
10,000 円 

一
定
所
得
以
上 

市町村民税（所得割）235,000 円以上 

対象外 

（医療保険の高額療養費） 

ただし、「重度かつ継続に該

当する」場合は、自己負担割合

は 1 割 

20,000 円 

※1  高額治療継続者（「重度かつ継続」）の範囲については、以下のとおりです。 

■腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい（心臓移植後の抗免疫療法に限る）、

肝臓の機能障がい（肝臓移植後の抗免疫療法に限る）の方  

■疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方  

 

■対象となる障がいと標準的な治療の例 

1.視覚障がい ・・・ 白内障 → 水晶体摘出手術 

  ・・・ 網膜剥離 → 網膜剥離手術 

  ・・・ 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術 

  ・・・ 角膜混濁 → 角膜移植術 

2.聴覚障がい ・・・ 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術 

  ・・・ 外耳性難聴 → 形成術 

3.言語障がい ・・・ 外傷性または手術後に生じる発音構語障がい → 形成術 

  ・・・ 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う方であって

鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方 
→ 歯科矯正 

4.肢体不自由 ・・・ 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等 

5.内部障がい     

〈心臓〉 ・・・・・・・ 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 

 ・・・・・・・ 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術 

〈腎臓〉 ・・・・・・・ 腎臓機能障がい → 人工透析療法、腎臓移植術（抗免疫療法を含む） 

〈肝臓〉 ・・・・・・・ 肝臓機能障がい → 肝臓移植術（抗免疫療法を含む） 

〈小腸〉 ・・・・・・・ 小腸機能障がい → 中心静脈栄養法 

〈免疫〉 ・・・ HIVによる免疫機能障がい → 抗 HIV 療法、免疫調節療法、その他 HIV 感染症に対する治療 
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２．重度心身障害者医療費助成制度 

問合先：保険医療課 医療費助成係（1 階 6 番窓口） 28-8018  

健康保険適用分の医療費が軽減されます。 

なお、65 歳～74 歳の方は後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。（選択制） 

生計を維持されている方の前年の所得が一定以上ある場合は該当になりません。 

（１）対象者と適用 

■身体障害者手帳の交付を受けている方で、1 級、2 級、3 級に該当する方。 

ただし、3 級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、肝臓、小腸、 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに限ります。 

■知的障害者更正相談所等において重度の知的障がいと判定された方（療育手帳Ａ判定の方）。 

（２）窓口での負担 

 受診した際は、必ず健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。 

 【助成を受けるためには、事前に受給者証の交付申請手続きが必要です】 

○未就学児 ⇒ 自己負担額なし 

○未就学児以外 市道民税 

非課税世帯 
⇒ 初診時一部負担金がかかります。 

市道民税 

課税世帯 

⇒ 医療費の 1 割がかかります。 

【月額上限】 

●入院+外来 57,600 円 

  過去 12 か月以内に同一助成者かつ同一世帯で上限に達した月

がある場合（多数回）は、４回目以降は 44,400 円です。 

●外来のみ 18,000 円 

  年間（８月から翌年７月診療まで）上限額は、144,000 円です。 

 北海道外の受診は、重度心身障害者医療費受給者証が使用できないため、一度自己負担していただき、 

市役所 1 階 6 番窓口にて払戻請求をしてください。 

 ※文書料、差額ベッド代などの保険外診療や、入院時食事代および指定訪問看護の療養費の１割（基本利用

料）の額、無保険の場合の医療費は助成対象になりません。 

（３）手続きに必要なもの 

 

 

●印鑑（被保険者及び同じ世帯にいる方全員分）※名字が一緒であれば同じ印鑑で構いません 

●資格確認書等健康保険情報のわかるもの（受給される方） 

●身体障害者手帳、療育手帳 

●口座情報のわかるもの※後期高齢者医療保険に加入している方 

※１月１日時点で滝川市に住民登録がない場合は下記の書類が必要です。 

●生計維持者や同じ世帯にいる方全員分のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかる書類 
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３．じん臓機能障がい者通院交通費補助金 

問合先：北海道空知総合振興局 保健環境部社会福祉課 0126-20-0111 

じん臓機能に障がいを有する方が、人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に

要した交通費を補助します。 

＜対象者＞ 

じん臓機能障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている方で、 

滝川市以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法を受けている方 

ただし、次のいずれかの項目に該当する方 

○ 当初受診した医療機関に継続して通院が必要な場合 

○ 合併症等により専門的医療機関での人工透析療法が必要な場合 

○ 就業等の事情により、滝川市の医療機関で受診できない場合  など 

 

４．後期高齢者医療制度 

問合先：保険医療課 医療費助成係（1 階 6 番窓口）28-8018 

後期高齢者医療制度は 75 歳以上の方が全員加入する医療制度ですが、一定以上の障がいをお持ちの方は 65

歳から加入できます。 

また、一定以上の障がいをお持ちの 65 歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することで、重度心身障

害者医療費助成制度を受けることが出来ます。 

 

５．ひとり親家庭等医療費助成制度 

問合先：保険医療課 医療費助成係（1 階 6 番窓口）28-8018  

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭や両親のいない家庭等の、母または父及び児童の疾病の早

期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。 

※ 次の場合も対象となる場合がありますのでお問い合わせください。 

■父親または母親が重度の障がいにより長期にわたり労働能力がない場合 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

 

6. 手当・年金の給付 

 

１．各種手当 

手当の種類 月額 支給月 

特別障害者手当  30,450 円 
2,5,8,11 月 

障害児福祉手当  16,560 円 

特別児童扶養手当 
1 級 58,450 円 

4,8,11 月 
2 級 38,930 円 

 

申請時に必要な書類が個別に異なるため、申請をする前に、滝川市福祉課へご相談ください。 

（１）特別障害者手当 

  ①～④の全てを充たす方に支給されます。 

   ①在宅である。（施設入所、入院３か月以上の方は対象外） 

   ②20 歳以上である。 

   ③精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態。 

    ※障がい種別（精神・知的・視覚・肢体不自由等）ごとに、③に該当する障がいの程度について数値

や状態像など詳細に定められています。それぞれの障がいごとに重度（身障１・２級、精神１級、

療育Ａ判定）の障がい認定を受けている程度が目安となりますが、各障がいの単独認定と重複障が

い認定の場合で、基準が異なります。 

   ④障がい者本人及びその配偶者、扶養義務者の前年の所得が、手当支給の制限額を超えない。 

（２） 障害児福祉手当 

①～⑤の全てを充たす方に支給されます。 

①在宅である。（施設入所は対象外） 

   ②20 歳未満である。 

   ③障害基礎年金など障がいを事由とする給付を受けていない。 

④精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態。 

    ※障がい種別（精神・知的・視覚・肢体不自由等）ごとに、④に該当する障がいの程度について数値

や状態像など詳細に定められています。重度（身障１・２級、精神１級、療育Ａ判定）の障がい認

定を受けている程度が目安となります。 

   ⑤障がい児本人及びその配偶者、扶養義務者（父等）の前年の所得が、手当支給の制限額を超えない。 

（３）特別児童扶養手当 

次のいずれかの障がい状態に該当する 20 才未満の児童を扶養している父母または養育者に支給されます。 

・身体障害者手帳 １～３級 または４級の一部の方 

・療育手帳Ａ、または、Ｂの一部の方 

・医師の診断書により支給要件に該当する方 

ただし、対象児童が施設に入所していたり、父母または養育者の所得が一定以上ある方は対象外です。 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

（令和 8 年 4 月 1 日現在） 
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（４）児童扶養手当 

児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭に 

おいて養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当ですが、父（または母）が一定程度の障がい 

の状態にある場合、母（または父）に支給される場合がありますのでご相談ください。 

 

２．障害年金 

（１）障害基礎年金 

国民年金に加入している間に初診日（障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受け

た日）のある病気やケガで、法令により定められた障がい等級表（1 級・2 級）による障がいの状態にある間

は障害基礎年金が支給されます。 ※20 歳から支給されます。 

（２）障害厚生年金 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の 1 級または 2 級に該当する障がい

の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 

 

３．心身障害者扶養共済制度 

問合先：北海道保健福祉部 福祉局障がい者保健福祉課 011-231-4111（内線 25-731） 

 

障がいのある方を扶養している保護者が､自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより､保護者に万

一（死亡・重度障がい）のことがあったとき､障がいのある方に終身一定額（20,000 円）の年金を支給する制

度です。 

 

（１）加入できる保護者等の要件 

1）保護者の要件 

障がいのある方（次の「障がいのある方の範囲」を参照）を現に扶養している保護者（父母､配偶者､

兄弟姉妹､祖父母､その他の親族など）であって､次の要件を満たしている方です。 

■加入時の年度の 4 月 1 日時点の年齢が満 65 歳未満であること 

■生命保険契約の対象となる健康状態であること など 

 

2）障がいのある方の範囲 

次のいずれかに該当する障がいのある方で､将来独立自活することが困難であると認められる方です。  

■療育手帳保有者 

■身体障害者手帳の等級が 1～3 級の方 

■精神または身体に永続的な障がいのある方（統合失調症､脳性麻痺､進行性筋萎縮症､自閉症､血友病

など）で､その障がいの程度が上記と同程度と認められる方 

問合先：子育て応援課（保健センター内） 28-8025 

問合先：保険医療課 国保年金係（1 階 4 番窓口） 28-8017 

問合先：日本年金機構 砂川年金事務所 28-9003 
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7. 税や料金などの減免 

１．自動車税種別割、環境性能割減免 

問合先：空知総合振興局 納税課収納管理係 0126-20-005６ 

：札幌道税事務所自動車税部 自動車税課税課 011-746-1194  

：空知総合振興局 深川道税事務所  0164-23-3578 

障がいのある本人が使用及び所有する自動車、又はその障がい者等が所有し、専らその者の通院、通学、

生業のために生計を同じにしている者が運転する自動車の税金は１台に限り、自動車税種別割及び環境性能

割の減免をうけることができます（軽自動車税種別割との重複不可）。 

平成 29 年４月から、免除制度から減免制度へ変更となり、申請期限が設けられました。普通車と軽自動車の重

複は認められません。自動車の使用状況などを確認することがあるため、事前に問い合わせてください。 

（１）対象者 

1）身体障害者手帳の交付を受けている方（ ● が該当する範囲です。） 

2）知的障がいのある方（療育手帳の交付を受けている方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）二つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がい区分について、いずれかが 

 ● の等級に該当する必要があります。（※）は喉頭摘出による音声機能障がいに限ります。 

 

 

 

 

障がいの区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

下肢不自由 ● ● ● ● ● ● 

体幹不自由 ● ● ●  ●  

視覚障がい ● ● ● ●   

聴覚障がい  ● ●    

平衡機能障がい   ●  ●  

音声機能障がい   ※     

上肢不自由 ● ● ●    

乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による

運動機能障がい 

上肢機能 ● ● ●    

移動機能 ● ● ● ● ● ● 

心臓機能障がい ●  ● ●   

じん臓機能障がい ●  ● ●   

呼吸器機能障がい ●  ● ●   

ぼうこう・直腸機能障がい ●  ● ●   

小腸機能障がい ●  ● ●   

ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽによる免疫機能障がい ● ● ● ●   

肝臓機能障がい ● ● ● ●   
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（２）手続きに必要なもの（※使用状況により必要な物が変わるため事前に問い合わせてください。） 

1）障害者手帳を持っている方本人が運転する場合 

○ 申請書 

○ 身体障害者手帳または療育手帳 

○ 運転免許証 

○ 車検証 

○ 認め印 

2）障害者手帳を持っている方と生計を同じくする方が自動車を所有する場合又は運転する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）障がい者の方を介護する方が自動車を運転する場合 

 

 

 

 

 

 

 

4）構造上、身体障がい者の方が利用するための自動車の課税免除など 

     車いすなどの昇降装置や固定装置などを装着しており、構造上、もっぱら身体障がい者の方が利用

するためのものと認められる自動車が対象となります。詳しくはお問い合わせください。 

 

※当年度の自動車税を支払われている場合は還付される場合がありますので、その場合は本人名義の 

預金通帳をご持参ください。 

 

２．軽自動車税種別割の減免 

問合先：税務課 資産税係（3階） 28-8020 

「自動車税種別割」と同じ対象者です。 

※障がい者本人が所有する軽自動車などが対象です。 

普通車の「自動車税種別割」との重複申請はできません。 

 

○ 申請書 

○ 身体障害者手帳または療育手帳 

○ 運転免許証 

○ 車検証 

○ 健康保険証、家族全員の住民票等 

○ 通院証明書、通勤証明書、通院証明書※１等 

○ 認め印 

○ 申請書 

○ 身体障害者手帳または療育手帳 

○ 運転免許証（介護する方のもの） 

○ 車検証 

○ 常時介護証明書※1 

○ 認め印 

※１ 障がい者の方のためにおおむね週１日 

以上運転することを継続的に行っている

ことの確認のため。 

 

※２ 常時介護証明書（市福祉課発行） 

障がい者の方だけで構成される世帯で

あること、自動車の運転者が障がい者の

方を介護する方であること及び障がい

者の方のためにおおむね週１回以上運

転することを継続的に行っていること

の確認のため。 
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３．国税（所得税）、市・道民税の控除 

 

（１）障害者控除 

本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障がい者や特別障がい者である場合、所得税や、市・道民税の計算

において障がい者控除を適用することができます。 

（確定申告や住民税申告が必要な場合があります。） 

 

（２）医療費控除 

１年間に支払った医療費が一定額以上ある場合、医療費控除が適用になる場合があります。 

 

 

４．その他の減免 

（１）ごみ処理手数料、し尿処理手数料の福祉減額、上下水道料金助成 

問合先：「ごみ・し尿」 →くらし支援課 環境衛生係（3 階） 28-8013        

「上下水道料金」→子育て応援課 こども未来係（保健センター内） 28-8025 

 

母子家庭または父子家庭で、次のいずれかに該当する子を扶養し、母親もしくは父親の収入のみで 

生計を維持している家庭であって、市民税非課税または所得割の額がなく均等割の額があるもの 。 

  

 

 

（２）放課後児童クラブ（学童クラブ） 福祉減免 

問合先：子育て応援課こども未来係（保健センター内） 28-8025 

 

在宅障がい児（者）のいる世帯で、次に該当する児（者）を有する世帯であって、前年度分の市民税 

非課税世帯。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税（所得税）の問合先：滝川税務署   22-2191 

市・道民税の問合先  ：税務課市民税係 28-8019 

ア：満 20 歳未満  イ：身体障害者手帳 1～2 級 

ウ：療育手帳Ａ エ：精神障害者保健福祉手帳 1 級 

ア：障害者手帳所持者 イ：特別児童扶養手当の支給対象児 

ウ：国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ：難病患者等（Ｐ．３９参照） 
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8. 公共料金の割引き制度など 

１．有料道路の通行料金の割引  

 問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

乗車距離に関係なく、障害者手帳に記載されている滝川市福祉事務所長の証明を提示することで、利用料金

が半額になります。通行前に、滝川市の窓口にて、割引の登録を受ける必要があります。 

令和５年３月２７日より自動車の 1 人 1 台の規制が撤廃され、事前登録していない他自動車でも割引を受

けられるようになりました。割引の適用は、料金所係員に手帳を見せる方法と、事前に登録した ETC カード

を登録した ETC 車載器に挿入し、ETC レーンを通行する方法があります。いずれの場合も、有料道路利用時

には必ず障害者手帳を携行してください。 

なお、ETC 登録の場合は、オンラインでの申請も可能ですので、詳しくは下記 URL からご確認ください。 

 ※オンライン申請受付サイト：https://www.expressway-discount.jp 

（１）対象者の範囲 

対象者 運転者の対象範囲 車両を事前登録する場合の所有者等要件 

身体障害者手帳「第１種」 

療育手帳「Ａ」 

どなたでも可 

（障がい者本人が同乗す

る場合のみ） 

・障がい者本人 

・生計同一者 

・障がい者本人を継続して日常的に 

介護する方 

身体障害者手帳「第２種」 障がい者本人 
・障がい者本人 

・生計同一者 

※事前登録する自動車は、営業車、貨物乗用車、法人所有車は適用外です。ただし法人が所有する車両を使

用しているもののうち、割賦購入（ローン）又は長期リース（レンタカー等短期リースは含みません。）

の場合は対象となります。割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。 

（２）手続きに必要なもの 

 

 

 

 

 

 

（３）割引有効期間 

■新規・変更の場合 ～手続きを終了した日から、その後の 2 回目の誕生日まで。 

■更 新 の 場 合 ～手続き終了から、その後の 3 回目の誕生日まで。 

           ※申請は２カ月前より受付可能です。 

※ETC 利用の場合、変更申請後に ETC 利用が可能となる日が書面で届きます。 

それ以前に ETC レーンを通過した場合は通常料金になります。 

 

全員が必要 
身体障害者手帳または療育手帳 

車検証（事前登録する自動車のもの）※事前登録しない場合は不要 

第２種の手帳の方 運転免許証（障がい者本人のもの） 

ETC を利用する方 
ETC カード（障がい者名義のもの。20 歳未満の方は保護者名義のもの） 

ETC セットアップ証明書など（車載器管理番号が確認できるもの） 
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２．ＮＨＫ放送受信料金の免除  

以下に該当する方は受信料が免除となります。申請の際は、印鑑と障害者手帳を持ってお越しください。 

NHK からの依頼に基づき、市は定期的に免除事由の継続状況について調査しています。免除事由に該当

しなくなった場合は、契約者に対し、NHK から受信料免除を解消する旨の連絡があります。 

なお、半額免除については、令和６年３月より Web での免除申請受付が開始されています。ただし、重

度の知的障がい者の方に関しては、Web 免除申請の対象外となっておりますのでご了承ください。詳しく

は下記 URL からご確認ください。 

※NHK ホームページ「NHK 受診料の窓口」：https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/ 

全額免除 

身体障がい者 
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民

税非課税の場合 

知的障がい者 

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保

健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構

成員全員が市民税非課税の場合 

半額免除 

視覚・聴覚障がい者 
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世

帯主で受信契約者の場合 

身体障がい者 
身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度（１級または２級）の方が、

世帯主で受信契約者の場合 

知的障がい者 

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保

健指定医により重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主で受信契約

者の場合 

※半額免除の申請については、令和６年３月から Web での免除申請受付が開始されています。ただし、知的

障がい舎の方に関しては、Web 免除申請の対象外となっておりますのでご了承ください。詳しくは NHK ホー

ムページをご覧ください。 

３．鉄道旅客運賃（JR北海道）の割引 

身体障害者手帳・療育手帳（いずれも旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第 1 種」「第 2種」の記載のあ

るもの）を提示すると、以下のとおり割引が適用となります。 

種別 割引対象 乗車券類種別 割引率 距離制限等 注意事項 

身

体

障

が

い

者 

・

知

的

障

が

い

者 

第
一
種 

本人単独 普通乗車券 

50 

％ 

片道 101km

以上利用の

場合 

 

本人と介

護者の方 

普通乗車券 

回数乗車券 

普通急行券 

定期乗車券 

なし 

・介護者は 1 人のみ割引が適用になります 

・小児定期は割引を適用できません 

・介護者が通学定期を購入する資格をお持

ちの場合であっても通勤定期となります 

・本人と介護者は同一種類 ・区間の乗車券

類を同時に購入することになります 

第
二
種 

本人単独 普通乗車券 

片道 101km

以上利用の

場合 

 

本人と介

護者 

（本人が

12 才未満

の場合の

み） 

定期乗車券 なし 

・介護者は 1 人のみ割引が適用になります 

・小児定期は割引を適用できません 

・介護者が通学定期を購入する資格をお持

ちの場合であっても通勤定期となります 

・本人と介護者は同一種類 ・区間の乗車券

類を同時に購入することになります 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

 問合先：JR 北海道 
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４．携帯電話基本使用料金等の割引 

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方が契約している携帯電話について、料金割引を行うサ

ービスです。サービス内容は携帯電話各社によって異なります。 

５．タクシー運賃の割引  

 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方が乗車する場合、タクシー事業者を利用する際、料金の総額の１割

の金額が割引となります。乗車時に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。 

 

６．バス運賃の福祉割引 

対象者 身分の確認 割引額 介護人・付添人の取扱い 

身体障がい者 身体障害者手帳 
■普通運賃－５割引 

（金券式回数券等での支払いも可）  

■定期券－３割引（大人のみ） 

※ジェイ・アール北海道バスの場合は

営業所まで問合せ願います。 

第一種障がい者の介護

人は本人と同様の割引 
知的障がい者 療育手帳 

 

７．航空運賃、フェリー運賃の割引  

 障害者手帳等をお持ちの方が利用する場合、割引制度が適用になる場合があります。 

 

８．ＮＴＴふれあい案内（無料番号案内）  

電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障がい及び精神障がいのある方を対象に、番号案

内料を無料とする「ふれあい案内」を提供しています。ご利用には、事前に登録が必要です。  

（１）対象範囲 

1）身体障害者手帳を持っている方で、次のいずれかの障がいのある方 

区 分 障がい等級 

視覚障がい 1～6 級 

肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい） 1～2 級 

2）療育手帳を持っている方 

（２）利用方法 

104 番をご利用される際、最初に「ふれあい案内」と申し出、登録電話番号と暗証番号をオペレーターに告

げてください。オペレーターは内容を確認のうえ、無料で案内してくれます。公衆電話から利用の場合も同様

です。 

９．マル優制度・特別マル優制度等による貯蓄の利子等非課税 

   預貯金などの利子について非課税制度を利用できます。 

 問合先：各携帯電話会社 

 問合先：各タクシー会社 

 問合先：各バス会社 

 問合先：各交通機関会社 

 問合先：0120-104174（全国共通） 

 問合先：最寄りの金融機関  
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9. 外出や移動の支援 
 

１．重度障害者タクシー利用料金の助成 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

身体に重度の障がいを持つ方（児童含む）に対しタクシー料金の一部（基本料金分）を助成します。 

ただし、利用できるのは滝川市内のタクシー事業者のみです。 

年間 24 枚（1 カ月 2 枚）を限度として交付します。年度途中の申請は、その申請月から翌年 6 月まで 

1 カ月 2 枚を交付します。申請期間は 7 月～翌年 6 月までです。 

申請の際は、印鑑と身体障害者手帳を持ってお越しください。 

対象者（市内に居住し、当該年度分の市民税非課税で次に該当する方） 等級 

・下肢障がい者（児） 

１級 

または 

２級 

・体幹機能障がい者（児） 

・一上下肢機能全廃の障がい者（児） 

・上肢機能障がいがある一下肢機能全廃障がい者（児） 

・上下肢機能障がいがあり、体幹の機能障がいにより歩行が困難な障がい者（児） 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい者（児）のうち移動機能障がい者（児） 

・視覚障がい者（児） 

１級 ・内部障がい者（児）であって障がい等級が１級のもののうち、「下肢障がい」、「体幹障がい」、

「歩行困難」のいずれかの記載が手帳にあるもの 

※次の場合は交付できません。 

○病院に入院、施設に入所している方 

○自動車税種別割、軽自動車税種別割の減免を受けている方 

○市町村民税が課税されている方 

○リフト付きタクシー等利用料の助成を受けている方 

 

２．自動車運転免許取得費に対する助成 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

 

身体の障がいを持つ方が自動車運転免許を取得することによってその職域を広げ、もって自立更生の促進を

図ることを目的としています。ただし、免許は第１種普通免許に限ります。 

（１）対象者 

身体障害者手帳 1～4 級の方で、免許の取得により自立更生の促進が図られる方。 

ただし、過去に給付金を受けていない方、他の制度で運転免許取得の助成を受けていない方に限ります。 

（２）助成額 

自動車教習所に納入する経費の 2/3 の額（上限額 10 万円）を助成します。 
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（３）申請に必要なもの 

１．申請時に必要なもの 

交付申請書 

身体障害者手帳 

認め印 

自動車教習所に入校したことがわかるもの 

２．免許取得後に提出するもの 

補助金交付請求書 

補助金等実績報告書 

自動車教習所の領収書 

運転免許証 

認め印 

本人名義の預金通帳 

 

３．自動車改造費に対する助成 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

 身体に重度の障がいを持つ方が就労等のために自動車を改造する場合に費用の助成をします。 

（１）対象者 

■身体障害者手帳の交付を受けている者で、上肢もしくは下肢または体幹のいずれか 1～2 級の方。 

 ただし、申請日前５年のうちに給付金、他の制度による自動車の改造に係る助成を受けていない方。 

※ 所得制限があります。 

 

（２）対象となる経費 

■自動車の操向にかかる部位（ハンドル）または駆動にかかる部位（ブレーキ等）を 

自分で運転できるように改造するための経費 

（３）助成額～上限額 10 万円 

（４）申請に必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．指定駐車禁止場所における適用除外 

問合先：滝川警察署 24-0110 

身体障害者手帳、療育手帳保持者が運転または同乗し、駐車禁止区域にやむをえず駐車する場合、 

適用除外を受けるには所管の警察署に申請してください。 

１．申請時 

交付申請書 

２．改造後 

補助金交付請求書 

身体障害者手帳 補助金等実績報告書 

認め印 領収書 

運転免許証 車検証 

改造の見積書 認め印 

同意書 本人名義の預金通帳 

車検証（現在乗っている

車を改造する場合） 

車検証（新しく購入する車を

改造する場合） 
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10. その他の事業 

１．声の広報 

視覚の障がいをもつ方に「広報 たきかわ」を音声でテープに録音したものを貸出します。 

２．意思疎通支援事業 

聴覚障がい者等に対し、病院やハローワークなどに手話奉仕者を派遣し、コミュニケーションの支援を 

行います。 

３．電話お願い手帳Web 版／アプリ版 

耳や言葉の不自由な方向けに、外出先で、要件や連絡先などを書いて近くの方にご協力をお願いするための

のコミュニケーションツールとして提供されているものです。 

 

４．郵便による不在者投票  

身体障害者手帳をお持ちの方で、要件に該当する方は郵便による不在者投票が認められます。 

投票に先立って、選挙管理委員会への申請が必要です。 

５．青い鳥郵便はがきの無償配付  

身体障害者手帳１級又は２級の方と、療育手帳Ａ判定の方に、期間限定（例年４月～５月頃）で、 

郵便はがき 20 枚を無料配付しています。 

 

６．国際シンボルマーク  

障がいをもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。車いす使用者だけで

はなく、すべての障がい者が対象です。 

なお、個人の車に表示することは、障がいのある方が車に乗車していることを周囲にお知らせする程度であ

り、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力が生じるものではありません。 

７．ヘルプマーク・ヘルプカード 

ヘルプマークは、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要とし 

ていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう身に着けるストラップです。 

ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、災害時や日常生活の中で 

困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。 

対象者：義足や人工関節を使用している方、内部障がい者、知的障がい者、 

精神障がい者、難病の方など 

（ただし、滝川市に住所がある方で、お一人につき一個までの配付を原則とします。） 

 

 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

問合先：ＮＴＴ東日本 

問合先：滝川市選挙管理委員会 28-8050 

問合先：最寄りの郵便局 

問合先：公益財団法人 日本障害者リバビリテーション協会 

    03-5273-0601 

問合先：福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口） 28-8022 

問合先：滝川地区広域消防事務組合消防本部 通信指令課情報通信係 28-8022   
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８．Ｎｅｔ119 緊急通報システム 

 スマートフォン等からインターネットを利用して１１９番通報ができるサービスです。 

聴覚や言語機能の障害によって音声での会話が困難な方が、いつでも全国どこからでも通報場所を管轄 

する消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。 

９．成年後見制度について 

 知的障がい、精神障がいなどの理由により判

断能力が十分でない方に対し、不利益を被らないよう本人に代わって権利や財産を守るための制度です。 

10．その他 

 動物園や文化施設、映画館などの入場料割引制度等については、各事業者へお問い合わせください。 

 

（１）こども家庭センター（家庭児童相談係） 

問合先：こども家庭センター（保健センター内） 23-5217 

 家庭児童相談員が子どもに関する総合相談窓口として、心身の問題、養育、児童虐待、要保護児童等に関す

る相談を受けます。 

1）巡回児童相談 

岩見沢児童相談所の機能を移動して相談、調査、判定、指導業務を 10 回以上行っています。 

2）重症心身障がい児巡回療育相談 

在宅の重度の心身障がい児に対して、医師、児童福祉司等が家庭訪問を行い総合的な診断を行い、家庭での

療育、今後の方向について指導します。 

 

（２）発達相談・療育指導 

 お子さんの成長等について、気になることや心配なことはありませんか？ 

こども発達支援センターでは保護者の方からの相談を受けています。 

例えば・・・ ・ことばが遅いのが気になる ・お座りや歩くことがなかなか出来ない 

 ・発音や話し方が気になる ・おもちゃや友達に関心をしめさない 

 ・指示や話の内容が理解できない ・落ち着きがなく一つのことに集中しない 

■スタッフ：保育士、作業療法士ほか 

 

（３）各相談員の紹介 

 

 

 

問合先：滝川市社会福祉協議会 22-2397 

福祉課 障がい福祉係（1 階 11 番窓口）28-8022 

11. 各種相談と療育事業 

 問合先：こども発達支援センター 23-3361 

地域相談員 埴 渕   隆 75-2808 

地域相談員 兼 身体障がい者相談員 川 口 きよ子 24-2341 

地域相談員 兼 知的障がい者相談員 三戸部   隆 24-3595 
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 身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則第６条第３項別表第５号）

聴覚障害
平衡機能

障害
上　 肢 下　肢

1

級

視力の良い方の眼の視力（万国式試
視力表によって測ったものをいい、屈
折異常のある者については、矯正視力
について測ったものをいう。以下同
じ。）が0.01以下のもの

１　両上肢の機能を全廃したもの
２　両上肢を手関節以上で欠くもの

１　両下肢の機能を全廃したもの
２　両下肢を大腿の２分の１以上で欠くも
の

１　両上肢の機能の著しい障害
２　両上肢のすべての指を欠くもの

３  一上肢を上腕の２分の１以上で欠くも
の
４　一上肢の機能を全廃したもの

１　両下肢をショパー関節以上で欠くもの

２　一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
３　一下肢の機能を全廃したもの

１　視力の良い方の眼の視力が0.08以
上0.1以下のもの（3級の2に該当するも
のを除く。）

１　両耳の聴力レベルが
80デシベル以上のもの

2　周辺視野角度の総和が左右眼それ
ぞれ80度以下のもの
3　両眼開放視認点数が70点以下のも
の

（耳介に接しなければ話
声語を理解し得ないもの）
２　両耳による普通話声
の最良の語音明瞭度が
50パーセント以下のもの

5

級

１　視力の良い方の眼の視力が0.2か
つ他方の眼の視力が0.02以下のもの
２　両眼による視野の２分の１以上が
欠けているもの
3　両眼中心視野角度が56度以下のも
の　　　　　　4　両眼開放視認点数が
70点を超えかつ100点以下のもの
5　両眼中心視野視認点数が40点以下
のもの

平衡機能
の著しい障
害

１　両上肢のおや指の機能の著しい障害
２　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節
のうち、いずれか一関節の機能の著しい
障害
３　一上肢のおや指を欠くもの
４　一上肢のおや指の機能を全廃したも
の
５　一上肢のおや指及びひとさし指の機能
の著しい障害
６　おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指の機能の著しい障害

１　一上肢の股関節又は膝関節の機能の
著しい障害
２　一下肢の足関節の機能を全廃したも
の
３　一下肢が健側に比して５センチメートル
以上又は健側の長さの15分の1以上短い
もの

6

級

視力の良い方の眼の視力が0.3以上
0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以
下のもの

１　両耳の聴力レベルが
70デシベル以上のもの
（40センチメートル以上の
距離で発声された会話語
を理解し得ないもの）
２　一側耳の聴力レベル
が90デシベル以上、他側
耳の聴力レベルが50デシ
ベル以上のもの

１　一上肢のおや指の機能の著しい障害
２　ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠
くもの
３　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機
能を全廃したもの

１　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
２　一下肢の足関節の機能の著しい障害

7

級

１　一上肢の機能の軽度の障害
２　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節
のうち、いずれか一関節の機能の軽度の
障害
３　一上肢の手指の機能の軽度の障害
４　ひとさし指を含めて一上肢の二指の機
能の著しい障害
５　一上肢のなか指、くすり指及び小指を
欠くもの
６　一上肢のなか指、くすり指及び小指の
機能を全廃したもの

１　両下肢のすべての指の機能の著しい
障害
２　一下肢の機能の軽度の障害
３　一下肢の股関節、膝関節又は足関節
のうち、いずれか一関節の機能の軽度の
障害
４　一下肢のすべての指を欠くもの
５　一下肢のすべての指の機能を全廃し
たもの
６　一下肢が健側に比して３センチメートル
以上又は健側の長さの20分の１以上短い
もの

備

考

１．同一の等級について二つの重複する障害がある場合には、１級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
２．肢体不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は、6級とする。
３．異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることが出来る。

級

3

級

両耳の聴力レベルが90デ
シベル以上のもの(耳介
に接しなければ大声語を
理解し得ないもの)

平衡機能
の極めて著
しい障害

１　両上肢のおや指及びひとさし指を欠く
もの
２　両上肢のおや指及びひとさし指の機能
を全廃したもの
３　一上肢の機能の著しい障害
４　一上肢のすべての指を欠くもの
５　一上肢のすべての指の機能を全廃し
たもの

聴覚又は平衡機能の障害

音声機能、言
語機能又は
そしゃく機能
の喪失

音声機能、言
語機能又は

そしゃく機能の
障害

視覚障害

１　視力の良い方の眼の視力が0.04以
上0.07以下のもの（2級の2に該当する
ものを除く。）
２　視力の良い方の眼の視力が0.08か
つ他方の眼の視力が手動弁以下のも
の
3　周辺視野角度の総和が左右眼それ
ぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度
が56度以下のもの
4　両眼開放視認点数が70点以下かつ
両眼中心視野視認点数が40点以下の
もの

肢体不自由

4

級

１　両下肢のすべての指を欠くもの
２　両下肢のすべての指の機能を全廃し
たもの
３　一下肢を下腿の２分の１以上で欠くも
の
４　一下肢の機能の著しい障害
５　一下肢の股関節又は膝関節の機能を
全廃したもの
６　一下肢が健側に比して10センチメート
ル以上又は健側の長さの10分の１以上短
いもの

１　両上肢のおや指を欠くもの
２　両上肢のおや指の機能を全廃したも
の
３　一上肢の肩関節、肘関節又は手関節
のうち、いずれか一関節の機能を全廃し
たもの
４　一上肢のおや指及びひとさし指を欠く
もの
５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能
を全廃したもの
６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指を欠くもの
７ おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指の機能を全廃したもの
８ おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の四指の機能の著しい障害

音声機能、言
語機能又は
そしゃく機能
の著しい障
害

2

級

１　両下肢の機能の著しい障害
２　両下肢を下腿の２分の１以上で欠くも
の

両耳の聴力レベルがそれ
ぞれ100デシベル以上の
もの(両耳全ろう)

１　視力の良い方の眼の視力が0.02以
上0.03以下のもの
２　視力の良い方の眼の視力が0.04か
つ他方の眼の視力が手動弁以下のも
の
３　周辺視野角度（Ⅰ/4視標による。以
下同じ。）の総和が左右眼それぞれ80
度以下かつ両眼中心視野角度（Ⅰ/2
視標による。以下同じ。）が28度以下
のもの
4　両眼開放視認点数が70点以下かつ
両眼中心視野視認点数が20点以下の
もの
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上肢機能 移動機能

1

級

体幹の機能障害
により坐っているこ
とができないもの

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活
動作がほとん
ど不可能なも
の

不随意運動・
失調等により
歩行が不可
能なもの

心臓の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

じん臓の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

呼吸器の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

ぼうこう又は直
腸の機能の障
害により自己
の身辺の日常
生活活動が極
度に制限され
るもの

小腸の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活がほ
とんど不可能
なもの

肝臓の機能の
障害により日
常生活活動が
ほとんど不可
能なもの

2

級

１　体幹の機能障
害により坐位又は
起立位を保つこと
が困難なもの
２　体幹の機能障
害により立ち上が
ることが困難なも
の

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活
動作が極度
に制限される
もの

不随意運動・
失調等により
歩行が極度
に制限される
もの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活が極
度に制限され
るもの

肝臓の機能の
障害により日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

3

級

体幹の機能障害
により歩行が困難
なもの

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活
動作が著しく
制限されるも
の

不随意運動・
失調等により
歩行が家庭
内での日常
生活活動に
制限されるも
の

心臓の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限される
もの

じん臓の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限され
るもの

呼吸器の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限され
るもの

ぼうこう又は直
腸の機能の障
害により家庭
内での日常生
活活動が著し
く制限されるも
の

小腸の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限される
もの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活が著
しく制限される
もの(社会での
日常生活活動
が著しく制限さ
れるものを除
く。)

肝臓の機能の
障害により日
常生活活動が
著しく制限され
るもの(社会で
の日常生活活
動が著しく制
限されるものを
除く。)

4

級

不随意運動・
失調等による
上肢の機能
障害により社
会での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

不随意運動・
失調等により
社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの

心臓の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限されるも
の

じん臓の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限される
もの

呼吸器の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限される
もの

ぼうこう又は直
腸の機能の障
害により社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

小腸の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限されるも
の

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限される
もの

肝臓の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限されるも
の

5

級

体幹の機能の著し
い障害

不随意運動・
失調等による
上肢の機能
障害により社
会での日常
生活活動に
支障のあるも
の

不随意運動・
失調等により
社会での日
常生活活動
に支障のある
もの

6

級

不随意運動・
失調等により
上肢の機能
の劣るもの

不随意運動・
失調等により
移動機能の
劣るもの

7

級

上肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

下肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

備
考

級

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

心 臓
機能障害

じ ん 臓
機能障害

呼吸器
機能障害

ぼうこう又は
直腸の

機能障害

小 腸
機能障害

ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫機能障害

肢体不自由

（太線より上は第１種を、下は第２種を表します。）

肝 臓
機能障害

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

体　幹

４．「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
５．「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
６．上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。
７．下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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 平成 24 年 10 月に施行された「障害者虐待防止法」は、障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法

律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。 

＜障がい者虐待の例＞ 

■身体的虐待 

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 

●平手打ちにする ●殴る  ●蹴る ▼体に傷やあざ、火傷の跡がしばしばある。 

●縛りつける   ●つねる ●閉じ込める ▼急におびえたり、こわがったりする。 

●不要な薬を飲ませる  など ▼傷やあざなどの説明が変化する。 など 

■性的虐待 

障がい者に無理やり（また同意と見せかけ）わいせつなことをしたり、させたりすること。 

●性器への接触 ●性交  ▼肛門や性器などに出血や傷がみられる。 

●映像を見せる  ●キスをする ●裸にする ▼ひと目を避け、部屋にひとりでいたがる。 

●障がい者にわいせつな話をする など ▼人に相談するのをためらう。 など 

■心理的虐待 

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 

●子どもあつかいする ●悪口を言う  ▼おびえる、泣く、叫ぶなどパニックを起こす。 

●仲間に入れない   ●ののしる ●怒鳴る ▼攻撃的な態度がみられる。 

●わざと無視する  など ▼自分で自分を傷つける行為をする。 など 

■放棄・放任（ネグレクト） 

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 

●十分な食事を与えない ▼体から異臭がするなど衛生状態が悪い。 

●不潔な住環境で生活させる ▼ひどく空腹を訴え、栄養失調がみられる。 

●必要な医療や福祉サ―ビスを受けさせない など ▼学校や職場などに出てこない。 など 

■経済的虐待 

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 

●年金や賃金を渡さない ▼お金を使っている様子がみられない。 

●勝手に財産や預貯金を使う ▼日常生活に必要な金銭を渡されていない。 

●日常生活に必要な金銭を与えない など ▼生活費などの支払いができていない。 など 

「滝川市障がい者虐待防止センター」にご相談ください！ 

障がい者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談は、滝川市障がい者虐待防止センターま

でお寄せください。障がい者の虐待をなくすために、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

障がい者虐待を防ぎましょう！ 

■■■滝川市障がい者虐待防止センター■■■ 

電話： 0125-23-7041（24 時間対応です） 

住所： 滝川市緑町３丁目７番 19 号 社会福祉法人滝川ほほえみ会  

 滝川市基幹相談支援センター「滝川しょうがい者地域生活支援センターほほえみプラザ」内 

 


